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資料4-2医療勤務環境改善マネジメントシステム普及促進セミナー
平成30年11⽉29⽇（⽊）岡⼭開催

鳥取県医療勤務環境改善支援センター
設置の経緯について

医療法の改正（平成26年6⽉成⽴）
・医療機関の勤務環境改善システムを制度化
・都道府県に拠点（医療勤務環境改善⽀援センター）の確保

医療勤務環境改善⽀援センターを全国に設置
平成２７年４⽉〜 ⿃取県医師会内に⿃取県医療勤務環境

改善⽀援センターを設置

＜鳥取県医師会館＞



鳥取県医療勤務環境改善支援センターの
主な取り組みについて

１．運営協議会、推進委員会の設置（その１）
＜運営協議会参画団体＞※ 運営及び進捗管理等
⿃取県医師会
⿃取県看護協会
⿃取県病院協会
⿃取県⻭科医師会
⿃取県薬剤師会
⽇本医業経営コンサルタント協会⿃取県⽀部
⿃取県社会保険労務⼠会
⿃取⼤学
⿃取労働局
⿃取県

１．運営協議会、推進委員会の設置（その２）

＜推進委員会＞※ 事業推進の実働メンバー

⿃取県看護協会ＷＬＢ推進委員 他…事業推進についての助⾔等

社会保険労務⼠…労務管理に関する助⾔等

医業経営コンサルタント…経営管理に関する助⾔等

病院協会委員 他…事業の周知、広報等

⿃取労働局

⿃取県



・鳥取県看護協会１名
・社会保険労務士２名
・鳥取県病院協会

中部支部１名

・鳥取県看護協会１名
・社会保険労務士５名
・鳥取県病院協会

東部支部１名
・その他有識者 等

・鳥取県看護協会１名
・社会保険労務士５名
・医業経営

コンサルタント１名
・鳥取県病院協会

西部支部１名

推進委員の配置状況

２．研修会の開催

・医療機関の管理職等を対象と
した研修会の開催

・ＴＶ会議システムにより、中部・
⻄部地区へ映像を配信

・昨年度は⽀援センター事業に
参加している、病院から事例報
告を実施

昨年のチラシ



３．PDCAサイクルを活⽤した医療機関の
勤務環境改善事業の⽀援

・病院が主体となって取り組み、勤務環境改善を
継続していくきっかけ作りを⽬的

・インデックス調査の調査票の作成や集計を担当し、
分析を⽀援

・様々なアドバイザーが適宜、取り組みに関する
助⾔等を実施

先⾏モデル事業の実施、事業実施病院への⽀援

「医療勤務環境改善事業」について
～支援事業の流れ～

院内グループ

改善計画の策定
（アクションプラン）

勤務環境改善に関する
現状の分析

課題の抽出 計画策定

取組の実施

さらなる
改善

定期的な
評価

ＰＤＣＡ
サイクル

Plan

Do

Check

Action

取組表明、体制整備



集計結果の例①単純集計（全体）

⽀援センターで集計作業を実施
【調査概要】
・配付数
・回収数
・回収率
・調査期間

・平均
・最小値
・最大値

・回答項目
・回答数
・割合（％）

集計結果の例②クロス集計（部門別）

１．診療部⾨
医師、薬剤師、各種技師等

２．看護部⾨
看護師

３．事務・その他部⾨
事務職員、管理栄養⼠、
介護福祉⼠、ボイラー技師等

【クロス項目】
・年齢
・婚姻状況
・子供の有無
・雇用形態



ワークショップの様子①

（元看護協会WLB特別推進委員長）

センターの推進委員がアクションプランの
立て方についてアドバイスを行いながら、
今後の取り組みについて話し合いました。

じっくりと集計結果を読み込まれ、
自医療機関の強みや弱みだと感じる
ところを付箋に書き出します。

ワークショップの様子②

医師も参加してのグループワークでは、
各職種から幅広い年齢層が集まって意
見を出し合いました。

話し合いで出た意見をグループごとに
発表されました。支援センターの推進
委員からも助言等行いました。



１．ミッション・ビジョン

２．現状分析

３．課題

４．３年後のゴール

【取組計画】

・３年間の取り組み

・１年間の取り組み

・今後４ヵ月間の取り組み

アクションプランの例（改善計画）

取り組みの進捗状況の確認

２ヶ⽉に１度、右の様式
で取り組みの進捗状況を
報告してもらっている



４．医療機関からの相談対応、訪問支援

・医療機関からの相談に対し、専任職員と相談員が
支援センターに常駐し対応

＜相談例＞

・夜勤専従職員の導入について ・育児休暇、介護休暇に関する対処法

・就業規則への記載方法 ・勤務シフトの作成について

・相談窓口の紹介 など

・研修会の講師や医療機関からの要望があれば、
専門のアドバイザーが出向いて対応

労務管理研修会の様子労務管理研修会の様子

・社会保険労務⼠２名を
派遣し、管理職とその他の
職員に分けて実施

・依頼のあった医療機関の
就業規則等に合わせた研
修内容も可能



５．勤務環境改善に関する調査・情報提供等
（その１）

・医療労務管理アドバイザーの社会保険労務⼠に
よる医療機関訪問の実施

独⾃の取り組みや、法律への対応状況等を聞き取りし、
適宜アドバイスも実施

・参考事例や労務管理に関する法改正の紹介

社会保険労務⼠による労務管理のポイントや判例、

法改正の紹介を⿃取県医師会報へ掲載

５．勤務環境改善に関する調査・情報提供等
（その２）

アンケート調査の実施、集計結果の提供
・県内の医療機関の状況を把握し適切なアドバイスが

できる体制の整備

・医療機関へ集計結果を提供し、各医療機関の勤務
環境改善等に役⽴てもらっている



医療勤務環境改善へ向けた
取り組みの必要性について

・ワーク・ライフ・バランスは組織の⼈材戦略・経営戦略
働きがい・⽣きがいのＵＰ ⇒ 離職率の低下・能率ＵＰ ⇒ 経営向上

・地域、患者、職員、医療機関の将来のために︕
たった⼀度のミスが⼈命、医療機関の将来を奪ってしまうことも…

・できることから取り組みましょう︕
⼤きな改善は⼩さな⼀歩から︕

例えば… 腰痛体操、運⽤を規定に明記 など

無理をせず継続させることが⼤切︕


